
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 月 13日(金)より、令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました！
本補助金は小規模事業者(従業員数が 20名以下(商業・サービス業は 5名以下))の皆様が取り組む
販路開拓や生産性向上のためのチャレンジを支援するもので、これまでの６年間で群馬県の商工会地区
だけでも約 3,000 事業者が採択され、集客のためのチラシを作成したり、店舗を改装したり、生産性向上
のための設備を導入するなどの取り組みに活用されています。(群馬県は申請件数・採択件数とも２年連
続全国第１位です) 今回の公募は通年で受付を行い、約 4 カ月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに
審査・採択が行われます。申請書の作成を含め、商工会が全面的にご支援申し上げますので会員の皆様
方の積極的なご活用をお願いいたします！ 

 

小規模事業者持続化補助金の公募概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（※）各受付回により補助事業の実施期間が異なりますので、ご注意ください。大まかな目安は下記のとおりです。 

第１回受付分（2020年６月頃～2021 年１月 31日までに販路開拓の事業に取り組みたい方） 
第 2回受付分（2020 年 8月頃～2021年 3月 31日までに販路開拓の事業に取り組みたい方） 
第 3回受付分（2020 年 12月頃～2021 年 7月 31 日までに販路開拓の事業に取り組みたい方） 
第 4回受付分（2021 年 4月頃～2021年 11月 30 日までに販路開拓の事業に取り組みたい方） 

つまり、2020 年６月または７月中にチラシを作成したり、お店を改装したい方は第１回の受付締切りにて申請する 
必要がございます。いつの時期に補助事業に取り組むかで申請する時期が異なりますのでご注意下さい。 
 

【お問合せ先】高崎市箕郷商工会 電話 027-371-2150 

●補助率 : ２／３ 

●補助上限額 : 原則５０万円 

●公募受付開始日 
２０２０年３月１３日（金） 

●公募締切日（※） 
第１回受付締切：２０２０年３月３１日（火） 

第２回受付締切：２０２０年６月 ５日（金） 

第３回受付締切：２０２０年１０月２日（金） 

第４回受付締切：２０２１年２月 ５日（金） 


